
令和 4年 8月 9日更新 

～十島村に帰島・来島される皆様へ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

十島村では、入島時の感染症水際対策として、フェリー乗船券購入時にＰＣＲ検査陰性結果の提

示と健康申告書の提出をお願いしております。 

十島村は無医地区のため医療提供体制が脆弱な条件下にあり、村営定期船が唯一の交通手段です。

そのため、島内で感染症を発生・拡大させないためには水際対策がとても重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

十島村役場 ０９９－２２２－２１０１（代表） 

乗船券購入時に 

ＰＣＲ検査の陰性結果提示・健康申告書の提出 

２点セットにご協力ください！！ 

十島村新型コロナウイルス感染症水際対策 令和 4年 7月 1日より変更 

 

①ＰＣＲ検査 

ＰＣＲ検査を受け、陽性反応がでなか

ったことを必ず確認の上、来島・帰島

されるようお願いします。 

乗船日３日前までの検査が有効です。 

※PCＲ検査は全年齢対象の検査になります。

小さなお子様など唾液検査が難しい場合は、

鼻腔からの検査に対応している医療機関での

検査をお勧めします。 

 

② 健康申告書 

 

重要 入島・帰島後の体調管理 

入島・帰島後２週間は、ご自身の健康観察を行う

ようにしてください。十島村の健康チェック表(左)な

どもぜひご活用下さい。 

島内で体調不良がみられた場合には、各島へき

地診療所看護師へまずは電話にてご相談ください。 

（十島村から奄美・鹿児島へ移動し、1 泊以内の滞在の場合は

検査不要です。感染予防行動を徹底してお過ごしください。船

が延期になる場合は検査が必要です。） 

十島村健康チェック表 

※往復乗船券を購入された方も

島を離れる際には、各島出張所

で健康申告書をご提出ください。 


